
（ ）
年 月 日

」

（様式１）

事 案 調 書 決 定 会 議
審議日 令和７ 9 12

案 件 名 相模原駅北口地区のまちづくりに伴うＪＲ横浜線の連続立体交差事業について

内線

事案概要

相模原駅北口地区の土地利用に伴い、増加する発生集中交通量を処理するとともに、企業等の進出意欲を高めるた
め、南北道路等とJR横浜線との交差手法について連続立体交差事業を基本に検討することを諮るもの

審議事項 相模原駅北口地区の土地利用に伴い、増加が見込まれる交通量を処理するとともに、企業等の進
出意欲を高めるため、南北道路等とＪＲ横浜線の交差手法の方向性について諮るもの。なお、連続
立体交差の検討区間については、周辺環境の状況や事業費等を考慮し、矢掛立体から西門踏切ま
でとする。

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

事業費の精査、予備設
計など

所　　　管 都市建設
局
区

ー 部
相模原駅周辺まちづ
くり課 課 担当者

R７ R８ R９

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり上部会議に付議する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

事業効果
総合計画との関連

事業効果
相模原駅周辺のJR横浜線と道路を立体交差化することで、相模原駅北口地区のまちづくりに
伴い増加する交通量を処理するだけでなく、駅周辺における南北の回遊性が向上することに
より企業等の進出意欲が高まり、駅周辺の発展に寄与する。

効果測定指標 施策番号 23

年度

〇事業スケジュール

年度 R７ R８ R９ R１０

事業効果
年度目標

土地利用計画の検討・
策定

都市基盤整備の検討・
調査

R１１

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

R1２ R1３

実施
内容

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工

８月

土地利

用計画

策定

○ 土地利用

計画（案)

の作成

↓

○ パブリック

コメント
関係機関協議（JR東日本、国（国土交通

省）等）

予備調査

国（防衛省）、米軍協議

連続立体交差事業調査

（着工準備採択）

国

庫

補

助

採

択

事業実施に係る

手続き
・大規模事業評価

・環境影響評価

・都市計画決定手続き等

庁

議
庁

議

庁

議
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〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R11 R12

うち任意分

事業費（　　　　　費） 0 50,000

地方債
特
財

国、県支出金

その他

うち任意分

一般財源 0 50,000

一般財源拠出見込額 0 50,000

捻出する財源※２

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

元利償還金（交付税措置分を除く）

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A 0 4 6 10 11

項目 R７ R８ R９ R１０

未定 未定

局内で捻出する人工※ B

必要な人工 C=A-B 0 4 6 10 11 未定 未定

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

〇 〇

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

実務者会議(8/15) 南北道路等とJR横浜線との交差手法を連続立体交差事業を基本に検討することについて

庁内調整会議(8/19) 南北道路等とJR横浜線との交差手法を連続立体交差事業を基本に検討することについて

報道への情報提供 なし

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 なし

日程等
調整事項

条例等の調整 議会提案時期

備　　考

資料のカラーユニバーサルデザインは確認済

○事業経費・財源

○必要人工

検討中
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（庁議結果）

（１）主な意見等
○（総務法制課長）検討区間のボトルネック踏切に関して、今後の交通量の変動により、対象から外れる可能性はないのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）一度、ボトルネック踏切の要件に該当し、その後、交通遮断量が変動した場合の取り扱いにつ
いては、国に確認するなど調査する。
→（総務法制課長）相模原踏切は、令和３年度において、どのような要因で歩行者ボトルネック踏切となったのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）要因は把握していない。なお、総合相模更生病院が影響している可能性はある。
○（財政課長）アンダーパスとなっている矢掛立体の事業費には国庫補助金を充てているのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）国庫補助金は充てられているのか、減価償却期間は完了しているのかは把握していないため
確認する。
○（財政課長）説明資料５ページにおける連続立体交差事業案の総事業費については、７４４億～１，１７４憶円と相当幅がある
が、絞ることはできないのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）工事手法によって、大きく事業費が異なるため、現時点で絞ることはできない。なお、仮線方
式の場合、工事後、土地は返却するものだが、まちづくりの観点からすると、道路とすることも選択肢としては考えられる。どう
いった手法が正しいか、令和８年度の委託結果が出た後、費用便益分析も行った上で検討していきたい。
○（財政課長）今回の審議において、連続立体交差とすることを決めるのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）まずは、連続立体交差の効果を示さなければならず、昨年度の委託によって、一定程度、連続
立体交差の方が効果的だと把握できたが、今後、費用便益分析等を行った上で、連続立体交差とするか判断したい。
○（財政課長）説明資料６ページの「令和８年度検討内容」に関して、予算査定結果を踏まえて行っていただきたい。また、スケ
ジュールに関して、令和１１年度以降、本市のまちづくりは相当の事業量になると見込まれるが、どのタイミングで本事業のボ
リュームが増えるのかは見込めないのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）現時点で、連続立体交差を行うかは決まっておらず、今後、予備調査を踏まえて、事業方法を
改めてお諮りしたい。なお、周辺道路ネットワークの整備状況により、民間企業の参入に影響が生じる。
→（財政課長）いずれにしても、連続立体交差かアンダーパスのどちらかの手法で、立体交差化は必要だということか。まちづく
りと周辺道路ネットワークの整備はどちらを先に行うのか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）どちらかの手法で立体交差化を行う必要があると考えている。本来、民間企業からすると、周
辺道路ネットワーク整備を先に行うのが理想的である。なお、民間企業の進出意欲を促すためには、市の姿勢として、周辺道路
ネットワークを整備することを示す必要があると考える。
○（人事・給与課長）本件の検討区間は、矢掛立体から西門踏切までだが、小原踏切も自動車ボトルネック踏切であるという認識
で良いか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）そのとおりである。小原踏切に関しては、アンダーパスによる単独立体交差で進める方向で、
別途庁議に付議しており、本件の検討区間に含めないのは、事業費が高額になることに加え、小原踏切から矢掛立体までの区
間は工場地帯で大規模な土地利用が図られており、南北の道路もなく、まちの分断が解消するなど、メリットが少ないからであ
る。また、本年９月に(都)宮上横山線が開通し交通量が更に増加することから、小原踏切は早期の立体交差化を要し、都市建設
局としてはアンダーパスで立体交差化することが適切だと考えている。
○（人事・給与課長）本件に係る人工は、事案調書で示されているもので良いか。
→（相模原駅周辺まちづくり課長）現時点では、連続立体交差の予備調査を行う段階であり、実際に工事を着手することになる
と、連続立体交差事業だけで課相当の人工を要すると考える。令和８年度に関しては、調書に示していた人工になる。なお、本課
には建築職は課長職しか配置されていないため、配慮をお願いしたい。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.8.21 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。
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相模原駅北口地区のまちづくりに伴うＪＲ横浜線の連続立体交差事業について

目次

１ 概要・経過について

２ 事業手法について

３ 事業スケジュールについて

Ｒ７.９.１２ 決定会議

都市建設局 相模原駅周辺まちづくり課



１ 概要・経過について

（１）審議事項

相模原駅北口地区（以下「本地区」という。）の土地利用に伴い、増加が見込まれる交通量を処理するとともに、

企業等の進出意欲を高めるため、南北道路の一部とＪＲ横浜線の交差手法の方向性について諮るもの。なお、連続

立体交差の検討区間については、周辺環境の状況や事業費等を考慮し、矢掛立体から西門踏切までとする。

※ 審議事項以外の（都）宮下横山台線等の下図青矢印で記載されている道路については、令和９年度に改定予定の総合都市交通計画

の検討に併せて車線数等の道路形状を検討

西門踏切小原踏切

矢掛立体

（都）相模原愛川線と
南北道路との接続

（連続立体交差を含
めた検討）

(都)相模原駅共和線

連続立体の検討区間

凡例

1

４車線道路

２車線道路

相模原踏切向陽踏切 小山踏切

本地区

南北道路の一部

矢部駅

単独立体交差

歩行者踏切

自動車・歩行者踏切

北側外周道路

高砂踏切

事業中



・令和５年度の交通量調査で（都）宮下横山台線の４車線化のみでは本地区で発生・集中する交通

を処理しきれないとの結果を踏まえ、周辺道路ネットワークの強化を検討

・本地区周辺道路ネットワーク検討業務委託において、南北道路とＪＲ横浜線との交差手法等につ

  いて、調査を実施

(都)宮下横山台線の４車線化により、当該地区の交通の発生集中を許容可能と想定

連続立体交差事業については、ＪＲ横浜線の連続立体交差は駅南北の一体化を目的とし、補給廠の

全面返還時に最大の効果が発揮されるとし、全面返還を機に改めて検討することとなった。

平成30年度

令和６年度

１ 概要・経過について

平成28年度
・平成29年度

『相模原市広域交流拠点整備計画』※に基づき、ＪＲ横浜線の連続立体交差事業の事業化の可能性

について調査

令和７年度
『相模原駅北口地区土地利用計画』※策定

※（都）相模原愛川線と南北道路との接続は、鉄道との立体交差化や連続立体交差化等について検討します。

※ＪＲ横浜線の連続立体交差化により道路踏切を除去することで、南北市街地間の安全・安心な通行が可能とな

り、渋滞が解消されたスムーズな道路ネットワークの形成を推進します。

令和３年度
平成３０年度時点では国庫補助の採択要件により連続立体交差事業で区間に小原踏切を含めていた

が、令和３年度に「相模原踏切」が「歩行者ボトルネック踏切」となり、小原踏切を含めなくても

国庫補助の採択要件に該当することとなった。

2
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２ 事業手法について

西門踏切

小原踏切

向陽踏切
矢掛立体

小山踏切

相模原踏切

米軍相模補給廠
の出入りのみ

歩行者のみ

高砂踏切

凡例

○○踏切

○○踏切

自動車ボトルネック踏切

歩行者ボトルネック踏切

鉄道
交通量

踏切遮断量
踏切遮断量
（時間最大）

自動車
二輪・
自転車

歩行者

備考
単位 - 時間/日 分/時間 台/日 台/日 台/日

高砂踏切

381本/日

ピーク時：
18.3分/時

4.7 18.8 2,102 1,581 243

小原踏切 4.5 18.3 10,937 2,250 1,199 自動車ボトルネック踏切 幹線道路

矢掛立体 単立立体交差（アンダーパス） 幹線道路

向陽踏切 7.1 28.2 0 568 778 歩行者のみ

小山踏切 6.2 24.4 7,691 1,126 597 自動車ボトルネック踏切

相模原踏切 7.6 33.6 1,039 2,708 2,404 歩行者ボトルネック踏切

西門踏切 4.8 18.9 1,702 167 30 米軍相模総合補給廠の出入りのみ

踏切遮断交通量一覧

R7年１月
3

単独立体交差

歩行者踏切

自動車・歩行者踏切

（１）本地区周辺の状況



３ 事業手法について

（２）過年度調査による南北道路とＪＲ横浜線の交差手法の検討結果

①『平成２９年度ＪＲ横浜線立体交差事業に係る調査結果取りまとめ業務委託』

⚫ 国庫補助の採択要件を踏まえ小原踏切～西門踏切の区間において、施工方式等を検討

⚫ ＪＲ横浜線連続立体交差事業の実施による効果は、基地が全面返還され返還地の土地利

用が進み、南北一体のまちづくりの必要性が一層高まることで最大限に発揮されることと

なるため、返還の状況や実施による費用対効果を適切に見極めながら長期的な時間軸で

検討する必要

②『令和６年度相模原駅北口地区周辺道路ネットワーク検討業務委託』

⚫ 令和３年度に相模原踏切が「歩行者ボトルネック踏切」となり、小原踏切を含めなく

ても国庫補助の採択要件に該当することになったことから、矢掛立体～西門踏切の区

間において、施工方式等を検討

⚫ 南北道路とＪＲ横浜線の交差手法の検討において、道路（オーバーパス）事業案は小

田急多摩線延伸の際に高架橋の基礎杭が支障になることから、道路（アンダーパス）

事業案と連続立体交差事業案の２案で比較検討

次ページ 4



３ 事業手法について

項目事業名 ①道路（アンダーパス）事業案 ②連続立体交差事業案

事業期間

（都市計画決定から）

（都）宮下横山台線４車線拡幅 ３０年

（都）相模原愛川線～南北道路４車線で接続 ３０年

（都）宮下横山台線４車線拡幅 ２５年

連続立体交差（矢掛立体～西門踏切を想定）

（都）相模原愛川線～南北道路４車線で接続 １５～２０年

事
業
費

総事業費 651億円 744億円（別線方式）～1174億円（仮線+直上方式）

国庫 ※ 295億円（社会整備総合交付金等） 313億円～494億円（社会整備総合交付金等）

地方債 320億円 332億円～518億円

一般財源 36億円 37億円～57億円

鉄道事業者負担 - 62億円～105億円

（都）相模原駅氷川線及び（都）相模
原駅共和線から南北道路への接続

既成市街地への影響 ・（都）相模原愛川線による東西分断が発生

・多くの用地買収が必要

・（都）相模原愛川線による東西分断が生じない。

・用地買収が少ない。

踏切の除去 相模原踏切⇒除却

小山踏切⇒除却できない（迂回等の方法により対応）

相模原踏切⇒除却

小山踏切⇒除却（連続立体交差事業の検討区間に含まれる）

小田急多摩線から横浜線への乗り換
え利便性等 駅位置が深くなることから、乗り換え利便性の低下及び

事業費の高騰が見込まれる

相模原駅南北の回遊性の向上

× 〇

△

× 〇

〇

〇

△

△

〇

（３）事業の方向性

南北道路等とＪＲ横浜線との交差手法については、連続立体交差事業を基本に、既成市街地への影
響や費用便益分析等を踏まえ、事業区間や施工方式を検討する。

5

※ 総事業費のうち対象外経費を除く８５％を国庫補助対象事業費とし、国庫補助率は道路事業（踏切除却を
伴うもの）は５５％、道路事業（踏切除却を伴わないもの）は５０％、連続立体交差事業は５５％で算出。
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３ 事業スケジュールについて

【連続立体交差事業の着工までのスケジュール（案）】

予
備
調
査

国
庫
補
助
採
択

連続立体交差事業調査
（着工準備段階）

関係機関協議
（ＪＲ東日本、国（国土交通省）等）

※関係機関協議等の進捗状況により、スケジュールが変更となる可能性あり

国（防衛省）、米軍協議

【令和８年度検討内容】
件名 （仮称）連続立体交差事業予備調査業務委託
内容 ・高架区間の検討

・施工方式の検討
・工事費の概略検討
・費用便益分析 等

予算額 50,000千円
6

庁
議

庁
議

庁
議

事業実施に係る手続き

大規模事業評価
環境影響評価
都市計画決定手続き 等

R11～
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○開催日 ：令和７年９月１２日 

○開催場所：第３委員会室 

 

○案件名：相模原駅北口地区のまちづくりに伴うＪＲ横浜線の連続立体交差事業について 

○担当課：都市建設局 相模原駅周辺まちづくり課 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 ■総務局長 ■財政局長 □政策部長 ■シビックプライド担当部長 

■財政部長  ■緑区副区長  ■中央区副区長  ■南区副区長 

■政策課長  ■総務法制課長 □財政課長 

 

（担当課） 

■リニア駅周辺まちづくり担当部長 ■都市建設総務課長 ■相模原駅周辺まちづくり課長 

 

 
 

（１）主な意見等 

○( 市長公室長) 資料に発生集中交通量が示さ れていないが、 いかがか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) 現在の相模原駅北口地区土地利用計画（ 以下「 土地利用

計画」 と いう 。） における発生集中交通量は、 概ね２ 万３ ， ０ ０ ０ 台から ２ 万４ ， ０ ０ ０ 台を

想定し ている。  

→( 市長公室長) 発生集中交通量は資料に含めた方が良い。 また、 南北道路と（ 都） 相模原愛川線

の接続について、 警察協議で調整でき なかっ たこ と が原因で、 現在も 南北道路から 北口の駅

前広場まで接続ができ なかっ た経過がある中で、 今回の連続立体交差事業でも 警察協議がネ

ッ ク になるのではないか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 改めて警察協議する中で整理し ていき たい。  

→( 市長公室長) 結果的に警察協議で認めら れない可能性がある中で連続立体交差事業を進める

のか。 歩行者ボト ルネッ ク 踏切のみを 改良し 、 南北道路と （ 都） 相模原愛川線の接続がなく

なるこ と も 含むと いう 意味か。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) 今回は予備調査を 行う こ と を 諮る も ので事業決定を する

も のではなく 、 様々な課題を 整理するも のである。 その上で連続立体交差を 事業化する場合

には、 改めて庁議に諮り たい。 次のステッ プに進めるかどう かについては、 来年度中にし っ

かり と 情報を共有し 、 協議を 行っ た上で判断し ていき たい。  

→( 市長公室長) 資料を 一部修正し 、 課題を 含めていただき たい。 駅北口の駅前広場から 相模原

踏切に接続でき ないこ と は議会でも 取り 上げら れている。 連続立体交差と なっ ても 警察と の

協議はまだ残ると いう こ と と 、 駅北口の土地利用は具体化し ていないが、 発生集中交通量は

相当程度あるこ と は資料に含める必要がある。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 承知し た。  

○( 財政局長) 説明資料４ ページ目に過年度の調査結果がある が、 こ の調査から 活用でき る も の

はないか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) 過年度調査の際には、 地下方式も 検討さ れており 、 別線

方式など図面を 活用でき ると こ ろ は多い。 今回示し ている予算額は上限額であり 、 具体的な

予算要求までには不要な部分を 整理するこ と をイ メ ージし ている。  

→( 財政局長) 何度も 重複調査し ている よう な印象を 受けるこ と から 、 し っ かり と 整理し ていた

だき たい。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 活用でき る部分はわかるよう にする。  

○( 財政局長) 説明資料１ ページ目に対象範囲を示し ているが、 線路を高架化する ため、 立ち上
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がり を含めると 実際の工事区間はも っ と 広範囲になるのではないか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) 例えば踏切を 越えると し た場合、 踏切を越えてから 降り

るまで概ね５ ０ ０ から ６ ０ ０ ｍ程度の延長が必要になる。  

→( 財政局長) 実際に影響のある範囲で示し た方が良いのではないか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 範囲は過年度調査で出し ており 、 も う 少し 広範囲と なる。

橋本方面については、 小原踏切まではいかないが、 横浜方面は、 西門踏切から も う 少し 延び

る見込みである。 検討区間と し て資料を 修正する。  

○( 財政局長) 橋本駅と 相模原駅間における輸送力の増強をどのよう に捉えている のか。 今後の

まちづく り において、 いかにし て２ 駅間を繋げるかが重要ではないか。 連続立体交差化で列

車の本数を 増すなど輸送力の増強に結びつく のか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) そう いっ た話ではなく 、 駅北口の利便性が向上する と 事

業採算性に好影響があるため、 今回の検討が必要と いう こ と である。  

→( 財政局長) 交通量の捌き はあるにし ても 、 橋本駅と 相模原駅間の道路が増えるわけではない。

こ のまちづく り において、 橋本駅、 相模原駅間の輸送力増強と いう 点が見えない。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長)（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化によっ て回遊性が向上し 、

その結果、 橋本駅への道路ネッ ト ワーク の選択も 見えてく る。 道路ネッ ト ワーク により 、 橋

本駅と 相模原駅間の回遊性を 向上さ せると いっ た考え方があっ ても 良いと 捉えている。  

→( 財政局長) 今後、 橋本駅と 相模原駅北口のまちづく り が進むと いう 話であれば、 その２ 駅間

における人の動き を増強するにはどう いっ た手を 打つのか。 今回の検討がそのき っ かけと な

るのではないか。 今後に向けて、 注視さ せていただく 。  

○( 総務局長) 説明資料５ ページにある 事業手法の比較について、 優位性は連続立体交差事業と

のこ と であるが、 鉄道事業者負担はどのよう に調整するのか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) Ｊ Ｒ 東日本と の調整において、 土地利用計画に「 連続立

体交差化」 の記載について承諾いただいた。 鉄道事業者負担が事業費の一割程度の負担と な

るも のの、 今回対象と なるボト ルネッ ク 踏切は、 Ｊ Ｒ 東日本と し ても 課題のある区間だと 認

識さ れている。  

〇( 財政部長) 議会において、 連続立体交差化は相模総合補給廠の全面返還が具体化し た段階で

改めて検討すると 説明し ているのではないか。 そこ はどのよう に整理し ているのか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) 土地利用計画を 策定し 、 まち づく り が明確と なっ た今、

相模総合補給廠の全面返還を 見据えた中で、 改めてこ れから の道路ネッ ト ワーク を 考える

と 、（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化だけでは土地のポテンシャ ルを高めるこ と は難し い。それ

は相模原駅北口土地利用検討会議や民間提案の中でも 指摘さ れている。 道路ネッ ト ワーク の

強化と いう 観点を プラ スし て検討し ていかなければなら ないこ と から 、 今回、 道路ネッ ト ワ

ーク の強化と いう と こ ろ を 前面に出し 、 再検討を始動すると いう よう に整理し ている。  

→( 財政部長) 「 全面返還を 見据えた中で」 と いう こ と に対し ての回答にはなっ ていない。  

→( 相模原駅周辺まちづく り 課長) こ れまでは、相模総合補給廠の全面返還まで（ 都） 宮下横山台

線の４ 車線化で交通を 処理でき ると 想定し ていた。 し かし 、 令和５ 年度の調査により 、 まち

づく り を進めていく に当たっ ては、（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化だけでは耐えら れないと

いう 結果が出ている。 手法の１ つと し て連続立体交差の検討も 視野に入れていかなければな

ら ない。  

→( 市長公室長)（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化では耐えら れないと 説明さ れている が、将来交通

量推計の算出は過去に実施し ているのではないか。 それを 資料に含めた方が良い。 また、 確

認であるが、（ 都） 宮下横山台線については、 ４ 車線で都市計画決定する予定なのか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) そのと おり である 。 宮下交差点から 国道１ ６ 号までであ

る。  

→( 市長公室長) それを 資料に含めた方が説明し やすいのではないか。  

→( 財政部長)（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化では耐えら れないと いう 理由であれば、それを 強調

する必要があるのではないか。  
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→( 相模原駅周辺まちづく り 課長) 資料に追加する。  

〇( 財政部長) まだ先の話かも し れないが、 連続立体交差化を 行う 場合、 経済効果も 必要になる

のではないか。  

→( 相模原駅周辺まち づく り 課長) 経済波及効果と は別途であるが、 来年度予定し ている 予備調

査の中でＢ ／Ｃ を 算定し ていき たい。  

→( 市長公室長) Ｂ ／Ｃ と 言っ ても 、 車の到達時間がどの程度短縮でき る かと いっ た内容ではな

いのか。  

→( リ ニア駅周辺まち づく り 担当部長) そのと おり である 。 その他、 ガソ リ ン 経費の減少や交通

事故の減少と いっ た三大便益である。 費用便益の比較は事業化に向けて必須である。  

→( 市長公室長) 確認であるが、 今回はあく までも 検討を開始すると いう こ と でよろ し いか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) そのと おり である。  

〇( 財政部長) 連続立体交差化について、 いずれの手法でも 相模総合補給廠と 接し ているこ と か

ら 、 米軍と の調整がつかないのではないか。  

→( 市長公室長) そのよう なこ と はない。 そう だと すると 小田急多摩線の延伸も 不可能と なる。

返還４ 事案に含まれている Ｊ Ｒ 横浜線と 並行する 相模原踏切から 西門踏切までの道路の協

議と 連続立体交差化の協議を 各々で整理し て進めていく 必要がある。  

〇( 財政部長) 駅の横に都市計画道路が通るのは問題ないのか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 問題ないと 考える。（ 都） 宮下横山台線４ 車化は必須だと

考えており 、 通過交通については、（ 都） 宮下横山台線から 国道１ ６ 号がメ イ ンと なる。 相模

総合補給廠の全面返還を 見据えた中では、 こ のエリ アのポテンシャ ルを 高めるためのアク セ

ス道路と いう 扱いで整備をし ていき たい。（ 都） 宮下横山台線の４ 車線化を せず、相模原駅踏

切だけを４ 車線化にするには課題があり 、 セッ ト で議論を 進めていく 。  

〇( 財政部長) 駅舎も 変わるのか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 駅舎も 変わるも のと 考えている。  

→( 財政部長) その負担費用はこ れから 算出するのか。  

→( リ ニア駅周辺まちづく り 担当部長) 総事業費に含んでいる。  

〇( 市長公室長) 資料の修正について確認である。説明資料１ ページにある（ 都） 宮下横山台線に

ついて、 現状は２ 車線と なっ ているが、 ４ 車線化の動き があるこ と から それを 資料に含めて

いただき たい。 次に、 土地利用計画による発生集中交通量がどの程度であるか、 また、（ 都）

宮下横山台線の将来交通量推計がどの程度であるかも 含めていただき たい。  

 

 

(２)結 果 

○原案のと おり 上部会議に付議する。  

ただし 、 庁議の意見を 踏まえ、 資料を 一部修正するこ と 。  
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